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集
団
回
収
報
奨
金
の
申
請
は

必
ず
３
月
27
日
㈪
ま
で
に

　

市
で
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
積
極
的
に
推

進
し
て
い
る
団
体
に
対
し
て
報
奨
金
を
交

付
し
、
ご
み
の
減
量
化
と
リ
サ
イ
ク
ル
の

推
進
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

３
月
実
施
分
ま
で
の
報
奨
金
の
申
請
を

３
月
27
日
㈪
ま
で
受
け
付
け
し
ま
す
。

　
再
生
資
源
集
団
回
収
報
奨
金
交
付
申
請

書
、
実
施
内
訳
明
細
書
、
仕
切
伝
票
、
代

表
者
の
印
鑑
、
振
込
を
希
望
さ
れ
る
通
帳

の
写
し
を
お
持
ち
に
な
り
、
環
境
政
策
課

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
代
表
者

や
口
座
名
義
人
な
ど
に
変
更
が
あ
る
場
合

は
、
再
生
資
源
集
団
回
収
報
奨
金
交
付
変

更
届
の
提
出
も
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
３
月
実
施
分
ま
で
の
集
団
回
収
に
つ
い

て
は
、
翌
月
の
４
月
以
降
に
申
請
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
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健
康

福
祉

環
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人
権

上
下
水
道

子
育
て

相
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消
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育

税 安
全

ま
ち
づ
く
り

保
険
・
年
金

労
働

募
集

そ
の
他

い
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
環
境
政
策
課

住
居
併
設
事
業
所
は

　
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の

　
　
減
免
申
請
が
受
け
ら
れ
ま
す

　

平
成
29
年
度
に
お
い
て
、
住
居
併
設
事

業
所（
住
ま
い
と
事
業
所
が
一
緒
）
に
つ
い

て
は
、
次
の
①
～
③
の
要
件
を
全
て
満
た

し
て
い
る
場
合
、処
分
手
数
料（
指
定
袋
代
）

の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
住
ま
い
と
事
業
所
が
一
緒
の
状
況
で
事

業
を
営
ん
で
い
る
こ
と

②
排
出
さ
れ
る
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
可

燃
ご
み
の
収
集
回
数
が
週
1
回
ま
た
は
週

2
回
収
集
で
あ
る
こ
と

③
排
出
量
が
1
回
あ
た
り
45
リ
ッ
ト
ル
用

の
指
定
袋
1
袋
以
下
で
あ
る
こ
と

　
こ
れ
ら
に
該
当
し
て
い
る
事
業
者
の
皆

さ
ん
は
、
減
免
申
請
し
、
現
場
調
査
を
受

け
た
後
、
承
認
さ
れ
れ
ば
、
減
免
用
指
定

袋
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

き
れ
い
な
水
が
流
れ
る
街
に
！

　
浄
化
槽
を
使
用
さ
れ
て

い
る
浄
化
槽
管
理
者（
使

用
者
）
の
皆
さ
ん
に
は
、

浄
化
槽
法
で
、
次
の
３
つ

の
義
務
が
あ
り
ま
す
。

●
保
守
点
検
を
行
う
こ
と

　
浄
化
槽
が
正
常
に
機
能
す
る
よ
う
に
調

整
・
点
検
し
、
害
虫
の
駆
除
、
消
毒
薬
の

補
充
な
ど
を
行
い
ま
す
。
保
守
点
検
は
、

大
阪
府
に
登
録
さ
れ
た
保
守
点
検
業
者
に

委
託
し
て
行
い
ま
す
。

●
清
掃
を
行
う
こ
と

　

浄
化
槽
は
使
用
し
て
い
く
う
ち
に
、
内

部
に
汚
泥
が
溜
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
浄
化
槽
に
溜
ま
っ
た
汚
泥
の
引
き
抜

き
や
機
械
類
の
洗
浄
を
、
１
年
に
１
回
以

上（
全
ば
っ
き
方
式
は
６
カ
月
に
１
回
以

上
）
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
清
掃
は
市
の

許
可
業
者
に
委
託
し
て
行
い
ま
す
。

●
法
定
検
査
を
受
け
る
こ
と

　

処
理
水
の
水
質
分
析
な
ど
を
行
い
、
浄

化
槽
が
正
常
に
機
能
し
て
い
る
か
検
査
し

ま
す
。
年
１
回
の
受
検
が
必
要
で
す
。
大

阪
府
の
指
定
し
た
検
査
機
関
ま
た
は
こ
の

検
査
機
関
か
ら
指
定
さ
れ
た
保
守
点
検
業

者
に
依
頼
し
ま
す
。

　

以
上
、
３
つ
の
義
務
を
守
る
こ
と
で
、

汚
れ
た
水
を
排
出
す
る
こ
と
な
く
、
浄
化

槽
を
安
心
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
で
、
松
原
市
を
き

れ
い
な
水
が
流
れ
る
街
に
し
ま
し
ょ
う
。

※
市
で
は
、
下
水
道
に
接
続
で
き
る
区
域

に
お
い
て
浄
化
槽
か
ら
下
水
道
へ
の
切
替

え
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
下

水
道
が
普
及
し
て
な
い
区
域
な
ど
に
お
い

て
、
浄
化
槽
を
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
場

合
に
は
、
適
正
な
維
持
管
理
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
問
合
せ　
環
境
政
策
課

※
平
成
28
年
度
に
減
免
を
受
け
た
事
業
者

も
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
細
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
環
境
業
務
課
、
環
境
政
策
課

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
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図
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健
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育
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く
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保
険
・
年
金

労
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募
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そ
の
他

「imama～松原天美を元気にする
ネットワーク」が天美商店街に

「チャレンジショップ」をオープン

　平成28年春、天美地区を中心とする地域のまちづく
りに取り組む市民が、「自分たちが暮らす松原天美を、
もっと楽しく、元気なまちにしたい」と、「imama ～松
原天美を元気にするネットワーク」を立ち上げました。
　平成28年秋には、地域住民、商店街、阪南大学の
先生や学生などが協力し合い、天美商店街（トレビア
ンAMAMI）内の空き店舗スペース（約10坪）をDIYで
改装、「チャレンジショップ」としてオープンしました。
このスペースは半日単位で使用でき、商店街内で実際
にショップ運営を体験できるほか、趣味や特技を活か
したイベント・ワークショップ開催も可能です。この
ように市民が夢や目標に気軽に

「チャレンジ」できる場所を提供
すると同時に、地域内の多世代
交流を促し、地域活性化を目指
しています。
　これまでネイル講座やマジッ
ク教室、阪南大学の教員や学生
による講座やゼミなどが行われ
ました。今後の具体的なイベン
ト情報はホームページ（www.
imama.jp）やimamaのフェイ
スブックで随時お知らせしてい
きます。また、チャレンジショッ
プの利用希望者も募集中です。
詳細はホームページをご覧くだ
さい。
▶問合せ
　絵本カフェ moku（☎090−
　1955−5959　担当：長田
　Eメール imama.amami@
　gmail.com）、産業振興課

第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
向
け
て

松
原
市
介
護
予
防
・
日
常
生
活
圏
域

ニ
ー
ズ
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　　

市
で
は
、
平
成
30
年
度
～
32
年
度
を
対

象
年
度
と
す
る
第
７
期
介
護
保
険
事
業
計

画
の
策
定
に
つ
い
て
の
参
考
資
料
と
す
る

た
め
に
、
市
内
に
お
け
る
高
齢
者
の
生
活

状
況
や
、
心
身
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
把

握
す
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

し
ま
す
。
調
査
票
は
郵
送
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
実
施
期
間　
3
月
下
旬
頃
発
送　

▼
対

象　
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
３
０
０
０

人（
無
作
為
に
抽
出
） 

▼
問
合
せ　
高
齢
介

護
課

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
流

健
康

福
祉

環
境

人
権

上
下
水
道

子
育
て

相
談

消
費
生
活

教
育

税 安
全

ま
ち
づ
く
り

保
険
・
年
金

労
働

募
集

そ
の
他

大
阪
府
中
小
企
業
労
働
環
境
向
上
塾

有
期
労
働
契
約

ト
ラ
ブ
ル
防
止
セ
ミ
ナ
ー

　
ト
ラ
ブ
ル
事
例
を
紹
介
し
な
が
ら
対
応

方
法
や
法
的
知
識
に
つ
い
て
、
ご
説
明
し

ま
す
。
ま
た
、
短
時
間
労
働
者
の
社
会
保

険
適
用
拡
大
に
関
す
る
こ
と
や
、
無
期
転

換
ル
ー
ル
に
つ
い
て
な
ど
、
契
約
社
員
や

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
際
に

知
っ
て
お
き
た
い
こ
と
に
つ
い
て
も
お
話

し
し
ま
す
。

▼
と
き　

３
月
23
日
㈭　

午
後
２
時
〜
４

時
30
分　

▼
と
こ
ろ　
市
役
所
８
階
大
会

議
室
Ｂ　

▼
講
師　

河
上
徹
弥
さ
ん
（
社

会
保
険
労
務
士
） 

▼
対
象　
中
小
企
業
経
営

者
、
労
務
管
理
担
当
者
、
労
働
者
、
関
心

の
あ
る
人　

▼
定
員　

先
着
50
人　

▼
申

込
み
・
問
合
せ　
大
阪
府
総
合
労
働
事
務

所　
南
大
阪
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
７
２・２
７
３
・

６
１
０
０
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
移
転
の
お
知
ら
せ

　

3
月
21
日
㈫
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
河
内
柏

原
が
移
転
し
、「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
藤
井
寺
」と

し
て
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

▼
住
所　
藤
井
寺
市
岡
2
ー
10
ー
18　

Ｄ

Ｈ
藤
井
寺
駅
前
ビ
ル
３
階

☎
０
７
２・
９
５
５・
２
５
７
０

薨
０
７
２・
９
５
５・
３
７
７
０

※
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
と
も
に
３
月
21
日
㈫
か

ら
の
利
用
と
な
り
ま
す
。

▼
利
用
時
間　
月
～
金
曜
日　

午
前
8
時

30
分
～
午
後
5
時
15
分　
※
土
曜
・
日
曜
・

祝
日
、
年
末
年
始
は
休
み
。
駐
車
場
は
な

い
た
め
、
公
共
交
通
機
関
も
し
く
は
近
隣

の
駐
車
場（
有
料
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
河
内
柏
原（
☎

０
７
２・
９
７
２・
０
０
８
１　

※
3
月
17

日
㈮
ま
で
）、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
藤
井
寺（
☎

０
７
２・
９
５
５・
２
５
７
０　

※
３
月
21

日
㈫
か
ら
）

元
希
者
ク
ラ
ブ
松
原

体
力
測
定
で
運
動
機
能
を
チ
ェ
ッ
ク

　
元
希
者
ク
ラ
ブ
松
原（
松
原
市
老
人
ク
ラ

ブ
連
合
会
）
で
は
、
無
理
な
く
安
全
に
自
身

の
体
力
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
今
後
の
健

康
づ
く
り
に
役
立
て
て
い
た
だ
く
た
め
、

体
力
測
定
を
実
施
し
ま
す
。

▼
と
き　
3
月
16
日
㈭　

午
後
2
時
～
5

時（
受
付　
午
後
1
時
30
分
～
） 

▼
と
こ
ろ

市
民
道
夢
館　

▼
種
目　

握
力
、
長
座
体

前
屈
、
開
眼
片
足
立
ち
、
10
ｍ
障
害
物
歩

行
ほ
か　

▼
対
象　

60
歳
以
上
の
市
民
、

松
原
市
老
人
ク
ラ
ブ
会
員　

▼
定
員　
先

着
60
人　

▼
持
ち
物　
運
動
が
で
き
る
服

装
、
タ
オ
ル
、
室
内
シ
ュ
ー
ズ　

※
体
力

手
帳
を
お
持
ち
の
人
は
、
当
日
お
持
ち
く

だ
さ
い
。 

▼
申
込
み　
3
月
1
日
㈬
～
9

日
㈭
に
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ（
☎
薨
３
３
２・６

２
４
０　

土
・
日
曜
日
を
除
く
、
午
前
10

時
〜
午
後
4
時
）
で
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
松

寿
苑
へ
。 

▼
問
合
せ　
高
齢
介
護
課

1415



高齢介護課（高齢支援係）　☎337−3113
人権交流室　☎337−3101　薨337−3003

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334−1550
費用・対象の記載がないものは無料・誰でも可

人権交流室　☎337−3101
課税課（固定資産税係）　☎337−3121

納税課　☎337−3122

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
流

健
康

福
祉

環
境

人
権

上
下
水
道

子
育
て

相
談

消
費
生
活

教
育

税 安
全

ま
ち
づ
く
り

保
険
・
年
金

労
働

募
集

そ
の
他

市
税
の
夜
間
納
税
相
談
と
収
納

　　
納
税
課
で
は
、
次
の
と
お
り
、
市
税
の

夜
間
納
税
相
談
と
収
納
を
行
い
ま
す
。

　
昼
間
、
仕
事
な
ど
で
忙
し
い
人
や
未
納

の
市
税
が
あ
る
人
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
納
付
の
相
談
も
な
く
滞
納
の
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、
財
産
の
差
し
押
さ
え
な
ど
の

処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

▼
と
き　
3
月
30
日
㈭　
午
後
８
時
ま
で

固
定
資
産
税
の
縦
覧
・
閲
覧

■
固
定
資
産
税
の
縦
覧

　

市
内
の
土
地
、
家
屋
に
係
る
固
定
資
産

税
の
納
税
者
で
あ
れ
ば
、
縦
覧
期
間
中
、

次
の
帳
簿
を
縦
覧
で
き
ま
す
。

①
土
地
に
係
る
納
税
者
は
土
地
価
格
等
縦

覧
帳
簿

②
家
屋
に
係
る
納
税
者
は
家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿

③
土
地
・
家
屋
両
方
に
係
る
納
税
者
は
土

地
、
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

▼
期
間　

４
月
３
日
㈪
～
５
月
31
日
㈬　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分（
土
曜
・
日
曜
・

祝
日
を
除
く
）

■
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

市
内
に
存
す
る
土
地
、
家
屋
の
所
有
者

は
、
自
己
所
有
の
物
件
に
限
り
、
４
月
か

ら
年
間
を
通
じ
て
固
定
資
産
課
税
台
帳
の

記
載
事
項
に
つ
い
て
閲
覧
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
土
地
や
家
屋
を
有

料
で
借
り
て
い
る
人
、
そ
の
他
権
利
を
有

す
る
人
は
、
該
当
す
る
物
件
に
限
り
閲
覧

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
時
に
は
、
①
所
有
者
本
人

の
場
合
は
、
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の（
運

転
免
許
証
な
ど
）
②
代
理
人
の
場
合
は
、
所

有
者
本
人
の
代
理
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
も
の（
納
税
通
知
書
、
委
任
状
な
ど
）

軽自動車・バイクなどは
3月中に廃車・譲渡の手続きを

　軽自動車やバイクは、毎年4月1日現在の
所有者に対して軽自動車税が課税されます。
　他の人に譲ったり、盗難にあったりして
現在所有していない車両、故障などで長期
間使用していない車両についてご確認の
上、廃車手続きを行ってください。
◆原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊
自動車
　市役所課税課税制係
◆軽二輪車・二輪の小型自動車（ 125cc超
バイク）　
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所

（☎050－5540－2060　コールセンター）
◆軽自動車
軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所

（☎050－3816－1842　コールセンター）
▶問合せ　課税課

と
代
理
人
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
も
の（
運
転
免
許
証
な
ど
）
③
賃
貸
借
関

係
人
や
そ
の
他
権
利
を
有
す
る
人
の
場
合

は
、
権
利
関
係
が
確
認
で
き
る
も
の（
賃
貸

借
契
約
書
な
ど
）
と
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の（
運
転
免
許
証
な
ど
）
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
合
せ　
課
税
課

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
流

健
康

福
祉

環
境

人
権

上
下
水
道

子
育
て

相
談

消
費
生
活

教
育

税 安
全

ま
ち
づ
く
り

保
険
・
年
金

労
働

募
集

そ
の
他

や
ん
ち
ゃ
ま
フ
ァ
ミ
リ
ーw

ith

母
親
の
た
め
の
ピ
ア
サ
ロ
ン　

　
　
　
　

  「
コ
コ
・
カ
ラw

ith

」

★
3
月
の
サ
ロ
ン
テ
ー
マ

◎
21
日「
親
子
de　
コ
コ
・
カ
フ
ェ
」

※
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
、
子
育
て
な
ど
気

に
な
る
こ
と
を
気
軽
に
話
す
場
で
す
。
予

約
不
要
。
一
時
保
育
な
し
（
お
子
さ
ん
と

一
緒
に
参
加
で
き
ま
す
）。

◎
28
日「
マ
マ
の
働
き
方　
座
談
会
」

※
テ
ー
マ
が
あ
る
の
は
第
３
・
４
週
の
み

▼
と
き　
◎
3
月
7
日
・
21
日
㈫
は
午
前

10
時
30
分
～
午
後
１
時
30
分　
◎
3
月
14

日
・
28
日
㈫
は
午
後
１
時
～
４
時　

▼
と

こ
ろ　

3
月
14
日
・
21
日
㈫
は
、
は
ー
と

ビ
ュ
ー
（
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
）、
3
月
7

日
・
28
日
㈫
は
、
ゆ
め
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ

※
予
約
専
用
電
話（
☎
０
７
０・６
５
４
０
・

８
８
１
４　

24
時
間
予
約
可
能
） 

▼
問
合
せ　

人
権
交
流
室

保
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
講
座

活
動
に
役
立
つ
実
践
講
座
!

〜
お
も
ち
ゃ
づ
く
り
〜

　
子
ど
も
た
ち
と
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
は
必
見
で
す
。

　

活
動
を
、
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
す
る

た
め
、
身
近
な
も
の
を
使
っ
て
の
お
も

ち
ゃ
づ
く
り
の
実
践
講
座
を
開
催
し
ま

す
。
子
育
て
、
孫
育
て
に
も
お
役
に
立
つ

講
座
で
す
。

▼
と
き　
3
月
21
日
㈫　
午
後
1
時
30
分
～

3
時
30
分　

▼
と
こ
ろ　

市
役
所
8
階

８
０
３
会
議
室　

▼
対
象　
保
育
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
し
て
い
る
人
、
テ
ー

マ
に
関
心
の
あ
る
人
ど
な
た
で
も　

▼
講

師　
澤
井
は
つ
子
さ
ん（
保
育
士
）
▼
申
込

み
・
問
合
せ　
人
権
交
流
室
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

子
育
て
ぽ
け
っ
と（
☎
２
６
８・２
１
８
２
、

薨
２
８
４・７
７
３
３
）

介
護
予
防
と
歌
体
操

歌
っ
て
、
笑
っ
て
、
頭
を
つ
か
い
、

リ
ズ
ム
に
乗
っ
て
、
歌
体
操

元
気
は
つ
ら
つ
地
域
を
い
き
い
き

▼
と
き　

３
月
21
日
㈫　

午
後
２
時
～
３

時
30
分　

▼
と
こ
ろ　
ま
つ
ば
ら
テ
ラ
ス

（
輝
）  

▼
内
容　
高
齢
者
の
介
護
予
防
の
重

要
性
の
講
演
と
歌
体
操
の
実
技　

▼
講
師

寺
島
龍
子
さ
ん（
在
宅
リ
ハ
ビ
リ
と
歌
体
操

延ばそう！健康寿命
介護予防教室参加者募集

　運動不足や加齢が原因でおこる運動器の障
害、「ロコモティブシンドローム」（略称 ロコ
モ）や、認知機能の低下を予防するために、簡
単な体操や脳力トレーニングを行い、からだ
や頭の機能低下を防ぎ健康寿命を延ばしま
しょう。
▶とき　3月14日㈫　午前10時〜正午
▶ところ　まつばらテラス（輝）
▶内容　●1部　ロコモチェック　簡単な体
操　●2部　簡単な英語を用いた脳力トレー
ニング
▶対象　市内在住の65歳以上（教室開催時に
65歳になる人も含む）で、医師などから運動
を禁止されていない人
▶講師　黒部一道さん、パ－ソンズ マーティ
ンさん（ともに阪南大学流通学部准教授）
▶定員　先着50人
▶申込み　3月7日㈫から本人が直接もしく
は、電話で高齢介護課へ。
▶問合せ　高齢介護課

新たな介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）について

　総合事業とは、介護予防（できる限り介護が必要にな
らないようにすること。また、介護が必要になった場合
でも、それ以上悪化させないようにすること）や生活支
援サービスを充実させることによって、高齢者が住み慣
れた地域でできる限り自分らしい生活を送ることができ
るよう支援するものです。
　市では、平成29年4月1日から事業の開始を予定して
います。

　総合事業の内容について、下記のとおり市民の皆さん
を対象とした説明会を開催しますので、ぜひご参加くだ
さい。

【説明会】
▶と　き　3月23日㈭　午前10時～ 11時
　　　　　（受付　午前9時30分〜）
▶ところ　まつばらテラス（輝）
▶申込み　事前に電話で高齢介護課へ。

▶問合せ　高齢介護課

３
月
は
高
齢
者
在
宅
福
祉
金
の

支
払
い
月
で
す

　

３
月
31
日
㈮
に
高
齢
者
在
宅
福
祉
金
を

振
り
込
み
ま
す
の
で
、
受
給
さ
れ
て
い
る
人

は
口
座
へ
の
入
金
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
受
給
さ
れ
て
い
る
人
が
長
期
入

院
や
介
護
施
設
に
入
所
さ
れ
た
場
合
は
、

高
齢
介
護
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
高
齢
者
在
宅
福
祉
金
の
受
給
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。
申
請
月
か
ら
の
支
給
に
な

り
ま
す
の
で
、
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
支
給
対
象
者

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
人

①
本
市
に
居
住
し
、
か
つ
本
市
に
住
民
登

録
を
し
て
い
る
65
歳
以
上
の
人

②
要
介
護
認
定
で
要
介
護
４
ま
た
は
５
の

認
定
を
受
け
た
人
で
、
か
つ
そ
の
状
態
で
在

宅
生
活
が
３
カ
月
以
上
継
続
し
て
い
る
人

※
特
別
障
害
者
手
当
受
給
者
は
対
象
外
と

な
り
ま
す
。

■
支
給
額

月
７
０
０
０
円

▼
問
合
せ　
高
齢
介
護
課

研
究
所
所
長
） 

▼
定
員　
先
着
１
０
０
人　

▼
持
ち
物　

タ
オ
ル　

▼
主
催
・
問
合
せ

シ
ル
バ
ー
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
松
原
会（
☎
３
３

１・２
４
７
０
）  

▼
後
援　
松
原
市
ほ
か

◎
市
税
の
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で

　
市
税
の
納
付
に
口
座
振
替
を
ご
利
用
に

な
る
と
、
金
融
機
関
な
ど
へ
納
付
に
行
く

手
間
が
省
け
、
納
期
限
に
指
定
の
預
金
口

座
か
ら
自
動
的
に
振
替
納
付
さ
れ
ま
す
の

で
便
利
で
安
全
で
す
。
一
度
手
続
き
さ
れ

ま
す
と
、毎
年
自
動
的
に
継
続
さ
れ
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
手
続
き
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
記
載
の
金
融
機
関
や
郵
便
局
・
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
ま
た
は
、
納
税
課
窓
口
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
納
税
課

1617



　

地域教育課　☎337−3133
上下水道総務課　☎337−3135

保険年金課（国民年金係）　☎337−3124

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334−1550
費用・対象の記載がないものは無料・誰でも可

　

保険年金課（保険係）　☎337−3123
地域保健課　☎337−3125　☎337−3126

　近年、整骨院・接骨院が増えて、皆さんの生活にとって以
前より身近なものとなってきております。しかし、病院や診
療所とは異なり、整骨院・接骨院で保険を使える範囲が限ら
れていることをご存じでしょうか。
　整骨院・接骨院で「保険が使える」場合と「保険が使えない」
場合があるのでご注意ください。

◆保険が使える場合
・打撲、ねんざ、挫傷
・脱臼や骨折（緊急の場合を除き医師の同意が必要）

◆保険が使えない場合
・日常生活による疲れ、肩こり、腰痛
・体調不良やスポーツによる筋肉痛、筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病
・病気（神経痛・リウマチ・慢性関節炎など）からくる痛み、
こり
・過去の交通事故などによる後遺症
・症状の改善が見られない長期の施術

◆治療を受けるときは・・・
・ケガの原因を正しく伝えましょう「いつ・どこで・何をして・
どんな症状があるのか」
　肩こりや五十肩、神経痛などの痛みの原因がケガによるも
のでない場合は保険の対象になりません。また、ケガの原因
が労働災害に該当する場合は、労災保険からの給付になりま
す。交通事故など第三者の行為によりケガをした場合は、保
険年金課保険係にご連絡ください。

・重複受診はできません
　同一のケガについて、同時期に医師の治療と柔道整復師の
治療を重複して受けたり、2カ所以上の整骨院などにかかっ
たりすることはできません。このような場合、保険が使える
治療であっても、全額自己負担になる場合があります。

・治療が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう
　治療が長期にわたる場合は、ケガではなく、病気による痛
みが原因であることも考えられますので、医師の診断を受け

ることをおすすめします。

・「療養費支給申請書」には、記載内容をよく確認して必ず自
分で署名（サイン）しましょう
　本来は患者が施術にかかった全額を支払った後に保険適用
分を健康保険に請求するものですが、柔道整復師による施術
については、患者が窓口で自己負担分を支払った残りの金額
を柔道整復師が保険者に請求し支払いを受ける受領委任とい
う方法が例外的に認められています。
　受領委任をする場合は、誤った請求につながる可能性もあ
りますので、申請書に記載されている負傷原因・負傷名・受
診日・金額をよく確認したうえで、自分で署名してください

（ケガなどが原因でやむを得ず代筆してもらった場合は、捺
印も必要です）。
　前もって白紙の用紙に署名をすることも、誤った請求につ
ながる可能性がありますので、注意してください。

・領収証を必ずもらいましょう
　平成22年9月1日以降の施術分からは領収証（保険分合計
及び一部負担金並びに保険外の金額の内訳が分かるもの）の
無償交付が義務化されています。必ず領収書を受け取り、大
切に保管してください。
　また、施術費用が分かる明細書の発行についても、平成
22年9月1日以降の施術分から求めることができます。ただ
し、明細書の交付費用については、実費で請求される場合が
あります。
　国民健康保険を使った場合は、後日、医療機関や柔道整復
師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知
らせ」を送付しますので、医療機関や柔道整復師（整骨院・接
骨院）の領収書と請求内容をご確認ください。

◆国民健康保険からのお願い
・受診内容の照会にご協力をお願いします
　保険年金課より、柔道整復などの受診内容について照会文
書を送付したり、電話で通院状況を確認させていただく場合
があります。適正な保険の利用を確保するための調査ですの
で、ご理解ご協力をお願いします。

柔道整復師（整骨院・接骨院）の施術を受けられる人へ
▶問合せ　保険年金課

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
流

健
康

福
祉

環
境

人
権

上
下
水
道

子
育
て

相
談

消
費
生
活

教
育

税 安
全

ま
ち
づ
く
り

保
険
・
年
金

労
働

募
集

そ
の
他

年
金
1
日
相
談

　
基
礎
年
金
番
号
を
確
認
で
き
る
書
類（
年

金
手
帳
・
年
金
証
書
な
ど
）
を
お
持
ち
く
だ

さ
い（
先
着
順
）。 

▼
と
き　
3
月
16
日
㈭　

午
前
10
時
～
正

午
、
午
後
1
時
～
4
時　

▼
と
こ
ろ　

市

役
所
8
階
８
０
２
会
議
室　

▼
問
合
せ　

保
険
年
金
課

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」で

年
金
記
録
の
確
認
を

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
ご
自
身
の
年
金
の
情
報
を
パ

ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
手
軽
に

確
認
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　

基
礎
年
金
番
号
を
持
っ
て
い
る
人
は
、

ご
自
身
の
年
金
記
録
や
将
来
の
年
金
見
込

額
の
確
認
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
さ

れ
た
各
種
通
知
書
の
確
認
な
ど
が
利
用
で

き
ま
す（
昭
和
61
年
4
月
以
前
に
年
金
受
給

権
が
発
生
し
た
老
齢
年
金
受
給
者
は
利
用

で
き
ま
せ
ん
）。

　
利
用
す
る
に
は
、「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」へ

の
登
録
が
必
要
で
す
。

●「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
に
登
録
す
る
に
は

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
利
用
す
る
に
は
、

利
用
登
録（
ユ
ー
ザ
ー
ID
の
取
得
）
が
必
要

で
す
。
登
録
時
に
、
基
礎
年
金
番
号
、
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
が
必
要
と
な
る
の
で
、
年
金

手
帳
や
年
金
証
書
な
ど
基
礎
年
金
番
号
が

確
認
で
き
る
も
の
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ア
ク
セ
ス
キ
ー
を
持
っ
て
い
る
場
合
は

そ
の
番
号
を
使
用
し
て
申
し
込
む
こ
と
で
、

即
時
に
ユ
ー
ザ
ー
ID
を
取
得
で
き
ま
す
。

ア
ク
セ
ス
キ
ー
と
は
、「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」

の
ユ
ー
ザ
ー
ID
を
取
得
す
る
際
に
使
用
す

る
17
桁
の
番
号
で
、
毎
年
誕
生
月
に
送
付

す
る「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」（
平
成
29
年
度
以

降
送
付
分
）
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す（
平
成

28
年
度
版
に
は
記
載
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

※
詳
細
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https

：//w
w

w
.nenkin.go.jp

）
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
利
用
が
難
し
い
人
は
、
全
国
の
年
金
事

務
所
の
ほ
か
、
市
役
所
保
険
年
金
課
の
窓

口
で「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
に
よ
る
年
金
加

入
記
録
の
交
付
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

◎
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
０

５
７
０・
０
５
８・
５
５
５　

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ

ル
） 

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
で
お
か
け
に

な
る
場
合
は
、
☎
03
・
６
７
０
０・１
１
４

４
へ
。

▼
問
合
せ　
天
王
寺
年
金
事
務
所（
☎
06
・

６
７
７
２・７
５
３
１
）

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
流

健
康

福
祉

環
境

人
権

上
下
水
道

子
育
て

相
談

消
費
生
活

教
育

税 安
全

ま
ち
づ
く
り

保
険
・
年
金

労
働

募
集

そ
の
他

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
流

健
康

福
祉

環
境

人
権

上
下
水
道

子
育
て

相
談

消
費
生
活

教
育

税 安
全

ま
ち
づ
く
り

保
険
・
年
金

労
働

募
集

そ
の
他

中
学
校
運
動
場
の
無
料
貸
し
出
し

利
用
者
の
抽
選
を
行
い
ま
す

　
３
月
1
日
㈬
よ
り
、
４・５
月
分
の
中
学

校
運
動
場
利
用
者
の
抽
選
受
付
を
行
い
ま

す
。
使
用
可
能
な
競
技
は
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、

サ
ッ
カ
ー
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
な
ど
で

す
。
時
間
は
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
の
、

2
時
間
交
代
制
で
す
。
使
用
可
能
日
な
ど

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
抽
選
日
時　

３
月
15
日
㈬　

午
後
1
時

30
分
〜　

▼
受
付
期
間　

３
月
1
日
㈬
〜

9
日
㈭　

※
新
規
の
団
体
は
14
日
㈫
ま
で

受
け
付
け
。
▼
と
こ
ろ　
市
役
所
5
階
５
０

２
会
議
室　
▼
問
合
せ　
地
域
教
育
課

広
場
開
放
の
お
知
ら
せ

　
子
ど
も
た
ち
に
ボ
ー
ル
遊
び
が
で
き
る

場
所
や
機
会
を
提
供
す
る
た
め
に
、
松
原

市
民
運
動
広
場
、
大
塚
運
動
広
場
、
三
宅

東
公
園
多
目
的
広
場
Ｂ（
人
工
芝
）
の
３
カ

所
に
お
い
て
広
場
の
開
放
を
行
っ
て
い
ま

す
。
広
場
開
放
時
は
予
約
な
し
で
自
由
に

グ
ラ
ウ
ン
ド
を
ご
利
用
で
き
ま
す
の
で
、

皆
さ
ん
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
対
象　
市
内
の
小
・
中
学
生
と
そ
の
保

護
者　
▼
開
放
日　
毎
月
第
２・４
水
曜
日

（
７
月
26
日
㈬
の
大
塚
運
動
広
場
は
除
く
） 

※
予
約
や
イ
ベ
ン
ト
の
状
況
な
ど
で
予
定

を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

▼
開
放

時
間　
◎
５
月
〜
９
月
は
午
後
２
時
〜
６

時　

◎
４
月
、
10
月
〜
翌
年
３
月
は
午
後

３
時
〜
５
時　

▼
問
合
せ　

み
ち
・
み
ど

り
整
備
室

平成 29 年度
競争入札参加資格審査申請追加受付

　松原市および松原市水道事業の競争入札参加資
格審査申請をしていない人で、本市の競争入札お
よび見積りに参加を希望される人は、申請を行っ
てください。申請受付の詳細は下記のとおりです。
ただし、登録有効期間内に必ず入札の参加を約束
するものではありませんのでご了承ください。
▶申請業種　A.建設工事　B.測量・建設コンサル
タント等業務　C.物品購入　D.委託業務　
※小規模修繕希望者は、C.物品購入への申請をお
願いします。
▶申請書配布期間　3月1日㈬〜 4月10日㈪ （土
曜・日曜・祝日を除く）
▶配布場所 　市役所5階契約検査室または市ホー
ムページからダウンロードしてください。
▶申請書受付期間　4月3日㈪〜 10日㈪
▶申請方法　郵送（簡易書留郵便または特定記録郵便
に限る） ※受付期間内の消印のあるものに限り有効
▶送付先　〒580−8501　松原市阿保1−1−1
松原市役所　総務部契約検査室　宛
▶登録有効期間　平成29年6月1日〜平成30年3
月31日
▶問合せ　契約検査室、上下水道総務課

脳
ド
ッ
ク
受
診
費
用
の
一
部
を

助
成
し
ま
す

　

寝
た
き
り
予
防
の
第
一
歩
。
働
き
盛
り

の
人
も
年
に
１
度
は
、
身
体
の
中
だ
け
で

な
く
頭
の
中
も
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
み

ま
せ
ん
か
。

　
市
民
の
健
康
増
進
を
図
る
た
め
、
脳
ド
ッ

ク
の
受
診
費
用
を
一
部
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象　
受
診
時
満
40
歳
以
上
の
市
民

▼
助
成
額　

１
万
円　

▼
申
込
み　

直
接

医
療
機
関（
阪
南
中
央
病
院
、
松
原
徳
洲
会

病
院
、
明
治
橋
病
院
、
オ
ノ
ク
リ
ニ
ッ
ク
）

へ
予
約
の
上
、
地
域
保
健
課
へ
。 

▼
問
合

せ　
地
域
保
健
課（
国
民
健
康
保
険
加
入
者

は
、
保
険
年
金
課
）

献血にご協力を
とき・ところ
3月16日㈭
　松原商工会議所
　午前10時〜午後4時30分
　※400ｍｌ献血のみ
問合せ
松原市社会福祉協議会

（☎333−0294）

1819



2021

　

地域保健課　☎337−3125　☎337−3126

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334−1550
費用・対象の記載がないものは無料・誰でも可

　

上下水道管理課　☎337−3142

食事バランスガイド
副菜1SV
主菜1SV

ヘルスメイトがおすすめ！今月のレシピ　お肉を美味しく食べよう  第18弾！
豚肉とピーマンのピリ辛炒め

【材料】（4人分）豚肉しょうが焼用200ｇ、片栗粉大さじ1、A（ごま油・豆
板醤各小さじ1、酒小さじ2）、パプリカ半分、ピーマン1個、なす小1個、
長ネギ1/2本、セロリ1本、B（サラダ油大さじ1、しょうが（みじん）大さじ

1、にんにく（みじん）1片）、C（しょうゆ・酢各大さじ2、砂糖大さじ1、中華スープの素
小さじ1/2）、D（片栗粉小さじ1、水大さじ1）、ごま油小さじ1/2

【作り方】 ①豚肉は2cm幅に切り、Aで下味をつける。片栗粉をまぶしておく。 ②パプリカ・
ピーマン・なす・セロリは乱切りにする。長ネギは1cm幅の斜め切りにする。 ③長ネギ以
外の野菜を電子レンジでラップをかけて、90秒加熱しておく。 ④中華鍋にBを入れ香りが
たったら豚肉を炒める。豚肉に火が通ったら③の野菜と長ネギを入れて炒め、Cのたれをか
らめる。 ⑤Dの水溶き片栗粉をまわし入れ、最後にごま油をたらす。

※野菜たっぷり料理は「まったら愛っ娘～松原育ち～」で検索！　毎月市Facebookでも配信中。

▶問合せ　地域保健課

問合せ　☎072−955−4181（代表） ※市
外局番からおかけください。
藤井寺市藤井寺1−8−36　
http://www.pref.osaka.lg.jp/fujiidera
hoken/

藤井寺保健所からのお知らせ
●各種検査を実施しています

〈無料〉　HIV即日検査、肝炎ウイルス検
査、風しん抗体検査、精神科医・精神保
健福祉担当者によるこころの健康相談、
医療機関に関する相談

〈有料〉　水質検査、室内空気検査、腸内細
菌検査、寄生虫卵検査・ぎょう虫卵検査
※日時・費用など詳細はホームページをご
覧になるか、お問い合わせください。

●民泊に関する相談
　自宅やマンションの空室などに有料で客
を泊める「民泊」を営業するには、「旅館業法
の許可」または「国家戦略特区事業の特定認
定」を受ける必要があります。民泊に関す
る相談は保健所でお伺いしています。現在、
大阪府環境衛生課ホームページで許可およ
び特定認定施設の情報を提供しています。
詳細は藤井寺保健所環境衛生課（☎072−
952−6165）へ。

健

ガ

康

イ ド
益海医院（南新町1丁目）

院長　益海　信一朗

【
健
康
ガ
イ
ド　
お
詫
び
と
訂
正
】

　

広
報
ま
つ
ば
ら
２
月
号
の
「
健
康
ガ
イ

ド
」の
記
載
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　

寄
稿
者
（
妻
谷
ク
リ
ニ
ッ
ク　

院
長　

妻
谷
憲
一
さ
ん
）、
市
民
の
皆
さ
ん
に
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
こ
と
を
お
詫
び

し
、
訂
正
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

▼
訂
正
内
容

（
正
）　
以
前
テ
レ
ビ
で
内
科
の
高
名
な
先

生
が
、
夜
間
に
水
分
を
摂
ら
な
い
と
血
液

が
ド
ロ
ド
ロ
に
な
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
今
で
も
そ
の
こ
と
を
し
っ
か

り
守
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
い
る
よ
う
で
す

が
、
こ
れ
は
大
き
な
間
違
い
で
す
。　
　

（
誤
）
２
月
号
健
康
ガ
イ
ド
本
文　
10
～
13

行
目

　
夜
間
に
水
分
を
摂
ら
な
い
と
血
液
が
ド

ロ
ド
ロ
に
な
る
と
い
う
見
解
も
あ
り
、
そ

の
こ
と
を
し
っ
か
り
守
っ
て
お
ら
れ
る
方

が
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
大
き
な
間

違
い
で
す
。

▼
問
合
せ　
地
域
保
健
課

健康診断、がん検診を受けよう
　若いときは風邪をひくか、けがくらいでしか医者にかからなかった人
も、年を取ると高血圧だ、糖尿病になったと薬を飲む人が増えてきます。
また運が悪いとがんになり、あんな元気な人がと言われた人が亡くなっ
たりします。皆さんの身近にも思い当たる人がいらっしゃると思いま
す。先ほど運が悪い人ががんになってと言いましたが、現実は残念なが
ら、男性では2人に1人、女性では2.5人に1人ががんになります。そして、
男性は4人に1人、女性では6人に1人ががんで亡くなっています。
　がんは、早期発見早期治療が原則です。早期のがんは一部を除き、適
切な治療により生命的予後（がんの人とそうでない人の寿命の差）は変
わりなくなってきています。松原市では無料のがん検診（40歳以上）が
たくさん用意されています。一部有料（1,000円）のものもありますが、
有料の市中のがん検診と比べればとても安いです。健康で長生きしたい
人はお勧めです。
　肥満のある生活習慣病（高血圧、糖尿病、高脂血症）は、メタボリッ
ク症候群と言います。この病気の特徴は、肥満の改善により生活習慣病
もよくなることです。そして、がんと同じく早期診断、早期治療（体重
を減らす）が大事です。太り気味で40歳以上の人は、各健康保険組合に
て1年に1回実施している特定健診（受診料1,000円前後）を受けること
をお勧めします。

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
流

健
康

福
祉

環
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人
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上
下
水
道

子
育
て
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消
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教
育

税 安
全

ま
ち
づ
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保
険
・
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募
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そ
の
他

雨
水
タ
ン
ク
の

購
入
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

　
市
で
は
、
都
市
型

水
害
の
抑
制
お
よ
び

雨
水
の
再
利
用
に
対

す
る
意
識
高
揚
の
た

め
に
、
雨
水
タ
ン
ク

を
購
入
す
る
人
に
対

し
て
、
そ
の
購
入
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
本
制
度
を
運
用
し
た
平
成
20
年
度
か
ら

平
成
27
年
度
末
ま
で
で
72
世
帯（
総
容
量

１
５
９
８
２
リ
ッ
ト
ル
）
の
皆
さ
ん
が
本
制

度
を
利
用
し
て
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
助
成
額　
80
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
雨
水
タ

ン
ク
の
購
入
価
格（
工
事
費
を
含
む
）
の
２

分
の
１
で
上
限
額
は
５
万
円
で
す
。

　
設
置
す
る
前
に
書
類
の
提
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
設
置
を
ご
検
討
の
人
は
、
ま

ち
づ
く
り
推
進
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
よ
く
あ
る
お
問
い
合
わ
せ

Ｑ
．
貯
め
た
雨
水
は
ど
の
よ
う
に
利
用
で

き
ま
す
か
。

Ａ
．
花
木
へ
の
水
や
り
、
家
庭
菜
園
、
車

や
お
家
ま
わ
り
の
掃
除
、
夏
場
の
打
ち
水
、

災
害
時
な
ど
の
消
火
用
水
・
ト
イ
レ
用
水

な
ど
に
利
用
で
き
ま
す
。

Ｑ
．
ど
れ
く
ら
い
の
容
量
が
適
当
で
す
か
。

Ａ
．
利
用
目
的
や
設
置
で
き
る
ス
ペ
ー
ス

に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
２
０
０
リ
ッ
ト

ル
前
後
の
容
量
の
申
請
が
多
い
で
す
。

Ｑ
．
電
動
ポ
ン
プ
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
の
架
台
な
ど
は
助
成
対
象
に
な
り
ま
す
か
。

Ａ
．
雨
水
タ
ン
ク
利
用
に
付
随
す
る
製
品

に
つ
い
て
は
助
成
対
象
に
な
り
ま
す
。
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
流

健
康

福
祉

環
境

人
権

上
下
水
道

子
育
て

相
談

消
費
生
活

教
育

税 安
全

ま
ち
づ
く
り

保
険
・
年
金

労
働

募
集

そ
の
他

春の全国交通安全運動
交通安全講習会を開催

　春の全国交通安全運動（ 4月6日～ 15日）に伴う交通安全講習
会を上の日程で行います。自動車やバイクの運転、交通事故に
関する内容のほか、自転車利用のルールやその制定、改正など
についても講習の内容に含まれます。免許のない人も受講でき
ます。なお、各会場に駐車場はありませんので、車での来場は
ご遠慮ください。 ※葬儀などによって会場が使用できなくなり
中止または会場変更する場合もあります。
▶とき　午後7時30分～ 8時30分（受付　午後7時から）
※4月9日㈰　近鉄自動車学校のみ　午前10時30分～ 11時30分

（受付は午前10時から） ▶問合せ　松原警察署（☎336−1234）

とき ところ
3月10日㈮ 天美我堂公民館
3月13日㈪ 池内中公民館
3月14日㈫ 阿保公民館
3月15日㈬ 一津屋荘園会館
3月17日㈮ 三宅公民館
3月21日㈫ 丹南町会総合会館
3月22日㈬ 河合公民館
3月24日㈮ 高木町公民館
3月27日㈪ 松原南コミュニティセンター
3月28日㈫ 松原商工会議所会館
4月9日㈰ 近鉄自動車学校

平
成
29
年
度
水
質
検
査
計
画
を
策
定

水
質
検
査
計
画
に
ご
意
見
を

　
　
　
　
　
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　
水
質
検
査
は
、
皆
さ
ん
に
供
給
し
て
い

る
水
が
国
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
い
て
、

安
全
か
ど
う
か
の
確
認
を
し
て
い
ま
す
。

　
上
下
水
道
部
で
は
、
こ
の
水
質
検
査
の

内
容
や
、
採
水
地
点
、
水
質
検
査
項
目
な

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
流

健
康

福
祉

環
境

人
権

上
下
水
道

子
育
て

相
談

消
費
生
活

教
育

税 安
全

ま
ち
づ
く
り

保
険
・
年
金

労
働

募
集

そ
の
他

ど
を
記
し
た
「
平
成
29
年
度
水
質
検
査
計

画
」を
策
定
し
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
こ
の
計
画
に
基
づ
き
水
質
検

査
を
実
施
し
、
結
果
を
公
表
し
ま
す
。
検

査
結
果
は
、
市
役
所
１
階
情
報
コ
ー
ナ
ー
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
今
後
の
水
質
検
査
計
画
に
向
け
、

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
参
考
に
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
市
役
所
１
階
情
報
コ
ー
ナ
ー

に
備
え
て
い
る
用
紙
、
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
上
下
水
道
管
理
課

地
域
医
療
機
関
講
演
会

　

市
内
の
病
院
で
は
、
地
域
医
療
向
上
の

た
め
、
次
の
講
演
会
を
行
い
ま
す
。

　

詳
細
は
、
各
病
院
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
松
原
徳
洲
会
病
院

▼
と
こ
ろ･

と
き
・
内
容

◎
ま
つ
ば
ら
テ
ラ
ス（
輝
）　
3
月
1
日
㈬

「
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
治
療
っ
て
大
丈
夫
？
」、

6
日
㈪　
「
日
帰
り
手
術
で
治
る
胆
石
・
胆

の
う
ポ
リ
ー
プ
」、
7
日
㈫　
「
鼻
の
重
要

性
と
鼻
の
病
気
に
つ
い
て
」、
9
日
㈭　
「
ホ

ン
ト
は
怖
い
動
脈
硬
化
」、
13
日
㈪　
「
そ

け
い
ヘ
ル
ニ
ア
で
お
悩
み
の
方
へ
」、
16
日

㈭　
「
女
性
の
排
尿
障
害
」、
29
日
㈬　
「
中

高
年
に
あ
る
女
性
の
病
気
」、
30
日
㈭　
「
前

立
腺
と
排
尿
障
害
に
つ
い
て
」  

※
い
ず
れ

も
午
後
２
時
30
分
〜

▼
問
合
せ　

松
原
徳
洲
会
病
院（
☎
３
３

４・
３
４
０
０
）

●
阪
南
中
央
病
院

▼
と
こ
ろ･

と
き
・
内
容

◎
松
南
苑　

3
月
24
日
㈮　

午
後
1
時
30

分
〜
（
開
場　
午
後
1
時
） 「
薬
の
整
理
し

て
み
ま
せ
ん
か
？
」

▼
問
合
せ　
阪
南
中
央
病
院（
☎
３
３
３
・

２
１
０
０
）
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▶︎ところ　市立保健センター   ▶受付時間　午後1時〜 1時30分
健診日の約3週間前に問診票を送付します。健診当日にお持ちくだ
さい。※感染症（はしか・水痘・手足口病・とびひなど）の疑いがあ
る乳幼児は日程変更の連絡をお願いします。▶問合せ　地域保健課

乳幼児健康診査

予防接種
▶ところ　市立保健センター　▶時間　午後2時〜 3時
予防接種を受けるときは「予防接種の手引き」をよく読み、必
ず「母子健康手帳」と「子ども医療証」など住所が確認できるも
のをお持ちください。▶問合せ　地域保健課

図書館からのお知らせ

子育て応援コーナー

親子で楽しむおはなし会　あかちゃんタイム
　絵本とわらべうたで遊んで、笑顔いっぱいになりませんか。
▶とき　3月9日㈭･4月13日㈭　午前10時30分〜、10時50
分〜、11時10分〜（受付　午前10時〜 11時）  
▶定員　各回12組
えほんのゆりかご
　あかちゃんと絵本を楽しむために、おすすめの絵本の紹介や
楽しみ方など、絵本ボランティアがサポートします。
▶とき　毎週火曜日　午前10時〜 11時30分　申し込み不要
上記２つとも　▶ところ　松原図書館　▶対象　0 〜 3歳の
子どもとその保護者　▶問合せ　松原図書館
あかちゃんからのおはなし会
情報ライブラリー　3月28日㈫　午前10時30分〜
天美西図書館　4月6日㈭　午前10時30分〜
三宅図書館　4月7日㈮　午前10時30分〜
▶問合せ　各図書館
※その他の図書館行事は33ページをご覧ください。

3月 4月 対象

BCG 2日㈭
16日㈭

6日㈭
20日㈭

生後3月〜生後1歳に
至るまでの間の者

種類 とき 対象

4か月児
健康診査

3月13日㈪ 平成28年11月1日〜 15日生
3月27日㈪ 平成28年11月16日〜 30日生
4月10日･24日㈪ 平成28年12月生

1歳7か月児
健康診査

3月7日㈫ 平成27年8月1日〜 15日生
3月21日㈫ 平成27年8月16日〜 31日生
4月4日･18日㈫ 平成27年9月生

2歳児
歯科健康診査

3月9日㈭ 平成27年3月生
4月13日㈭ 平成27年4月生

2歳6か月児
歯科健康診査

3月23日㈭ 平成26年9月生
4月27日㈭ 平成26年10月生

3歳6か月児
健康診査

3月3日㈮ 平成25年9月1日〜 15日生
3月17日㈮ 平成25年9月16日〜 30日生
4月7日･21日㈮ 平成25年10月生

子ども未来室（管理係）　☎337−3134
　高齢介護課（認定係）　☎337−3131

市民協働課　☎337−3103

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
流

健
康

福
祉

環
境

人
権

上
下
水
道

子
育
て

相
談

消
費
生
活

教
育

税 安
全

ま
ち
づ
く
り

保
険
・
年
金

労
働

募
集

そ
の
他

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334−1550
費用・対象の記載がないものは無料・誰でも可

　
市民協働課　☎337−3103
産業振興課　☎337−3112

子ども未来室（家庭支援係）　☎337−3134

児
童
福
祉
給
付
金
を
支
給

　
市
内
在
住
１
年
以
上
の
ひ
と
り
親
家
庭

な
ど
で
平
成
29
年
４
月
に
小
学
校
に
入
学

さ
れ
る
児
童
を
対
象
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
申
請
の
受
付
は
４
月
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
受
給
資
格
、
申
請
方
法
な
ど
、
詳
細

は
広
報
ま
つ
ば
ら
４
月
号
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

▼
問
合
せ　
子
ど
も
未
来
室

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
相
談

　
不
動
産
の
譲
渡
や
相
続
、
会
社
や
法
人

の
登
記
、
地
代
・
家
賃
な
ど
の
供
託
、
外

国
人
の
帰
化
、
１
４
０
万
円
ま
で
の
民
事

紛
争
、
筆
界
特
定
手
続
き
な
ど
に
関
す
る

相
談
に
無
料
で
応
じ
ま
す
。
一
人
30
分
で

要
電
話
予
約
。

▼
と
き　
3
月
24
日
㈮　

午
後
１
時
～
４

時　
▼
と
こ
ろ　
市
役
所
３
階
相
談
室

▼
定
員　

先
着
６
人　

▼
申
込
み
・
問
合

せ　
3
月
14
日
㈫　
午
前
９
時
か
ら
電
話

で
市
民
協
働
課
へ
。

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
流

健
康

福
祉

環
境

人
権

上
下
水
道

子
育
て

相
談

消
費
生
活

教
育

税 安
全

ま
ち
づ
く
り

保
険
・
年
金

労
働

募
集

そ
の
他

法
律
相
談
の
受
付
開
始
日
が

変
更
さ
れ
ま
す

　
毎
月
第
1
か
ら
第
4
水
曜
日
ま
で
実
施

し
て
い
る
法
律
相
談
の
受
付
開
始
日
が
、
4

月
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

▼
変
更
後　
相
談
日
の
３
週
前
の
木
曜
日

午
後
１
時
か
ら　

※
対
象
の
木
曜
日
が
祝

日
の
場
合
に
は
、

直
後
の
開
庁
日
の

午
後
１
時
か
ら
。

▼
問
合
せ　
市
民

協
働
課

相談日 受付開始日
4月5日㈬ 3月16日㈭
4月12日㈬ 3月23日㈭
4月19日㈬ 3月30日㈭
4月26日㈬ 4月6日㈭

▲4月の受付開始日

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

不
動
産
無
料
相
談

　

不
動
産
に
関
す
る
悩
み
、
お
問
い
合
わ

せ
に
つ
い
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▼
と
き
・
と
こ
ろ　
●（
公
社
）
大
阪
府
不

動
産
鑑
定
士
協
会（
地
下
鉄
堺
筋
線
北
浜
駅

徒
歩
4
分
）  

4
月
5
日
・
12
日
・
19
日
㈬

い
ず
れ
も
午
後
1
時
〜
4
時　

●
プ
リ
ズ

ム
ホ
ー
ル（
八
尾
市
文
化
会
館　
近
鉄
大
阪

線
近
鉄
八
尾
駅
徒
歩
5
分
）　
4
月
22
日
㈯

午
前
10
時
～
午
後
４
時　

※
い
ず
れ
も
午

後
3
時
30
分
ま
で
に
直
接
会
場
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。 

▼
問
合
せ　
（
公
社
）
大
阪
府

不
動
産
鑑
定
士
協
会（
☎
06
・
６
２
０
３
・

２
１
０
０
）

個
人
向
け
借
金
問
題
無
料
相
談
会

　

ヤ
ミ
金
、
連
帯
保
証
、
悪
質
商
法
に
よ

る
被
害
な
ど
、
借
金
の
理
由
は
さ
ま
ざ
ま

で
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
は
お
電
話

く
だ
さ
い
。
弁
護
士
が
あ
な
た
の
相
談
に

無
料
で
応
じ
ま
す
。
一
人
45
分
で
要
電
話

予
約
。

▼
と
き　

３
月
23
日
㈭　

午
後
5
時
～
8

時　

▼
と
こ
ろ　
市
役
所
６
階
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー　

※
相
談
当
日
は
、
借
金
の
状

況
が
わ
か
る
書
類（
契
約
書
・
領
収
書
・
通

知
書
な
ど
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

▼
申
込

み
・
問
合
せ　

３
月
６
日
㈪　

午
前
９
時

か
ら
電
話
で
産
業
振
興
課
へ
。 

募　　集

【幹部候補生（一般）】
将来の自衛隊を担う幹部自衛官を養成するコース
です。
▶応募資格　◎大卒程度試験　①日本国籍を有す
る22歳以上26歳未満の人　※修士課程修了者など
は28歳未満の人　②日本国籍を有する20歳以上22
歳未満の人で、学校教育法に基づく大学（短大除く）
を卒業（見込み含む）した人または外国における学校
を卒業した場合で大学卒業に相当すると認められる
人　◎院卒者試験　日本国籍を有する人で、修士
課程修了者などで、20歳以上28歳未満の人　▶受
付期間　3月1日㈬〜 5月5日㈮　▶試験日（1次）
5月13日㈯・14日㈰　※14日㈰は飛行要員のみ　
▶身分・待遇・その他　身分は特別職国家公務員
昇給年1回、ボーナス年2回、週休2日制、年次休暇
などあり　※詳細は下記までお問い合わせくださ
い。 ▶問合せ　自衛隊富田林地域事務所（☎0721−
24−3799　薨0721−24−3999）

嘱
託
職
員

自
衛
官
募
集

［法曹有資格者］
▶採用予定人員　1人　▶職種（役職）　事務職（課
長補佐級）　▶職務内容　◎訟務に関すること　　
◎文書および法規に関すること　◎法務研修に関す
ること　◎その他法規担当課における業務　▶資格
次の要件をすべて満たす人　①弁護士名簿に登録が
あり、弁護士として1年以上(平成29年3月末日時点)
の実務経験がある人　②地方公務員法第16条に規
定する欠格条項のいずれにも該当しない人　▶採用
予定日　平成29年5月1日以降　▶任期　採用予定
日から平成32年3月31日（採用日から5年を超えな
い範囲で更新することがあります） ▶選考方法（予
定）　書類選考・個別面接　▶申込方法　①選考申
込書　②小論文　③返信用封筒（ 82円切手を添付）
を人事課へ郵送または提出。※選考要項および申込
書は3月7日㈫から市ホームページでダウンロード
できます。詳細については選考要項に掲載　▶申込
期間　3月8日㈬〜 4月5日㈬　午前9時30分〜午後
5時（土曜・日曜・祝日を除く） ▶問合せ　人事課

特
定
任
期
付
職
員

［介護給付費適正化業務］（ケアマネジャー）
▶募集人数　1人　▶資格　昭和32年4月2日以降
に生まれた人で、介護支援専門員の資格を有し、民
間施設・事業所で勤務経験のある人　▶勤務期間　
平成29年4月1日〜平成30年3月31日　▶試験日
3月11日㈯　午前10時～　▶試験場所　松原市役
所　▶試験内容　小論文・面接　▶申込期間　3月
1日㈬〜 9日㈭　▶問合せ　高齢介護課

ア
ル
バ
イ
ト

［支援学級給食介助員］
▶募集人数　2人　▶職務内容　市立小学校の支援学級
で学習する肢体に障害を持つ児童に対し、食事前の手洗
いなどの準備や食事指導、介助、食事の片付けなどの指
導を行う。 ▶資格　昭和32年4月2日以降に生まれた人
で、肢体不自由児童に対する給食介助の必要性と大切
さを理解し、熱意を有する人　▶勤務期間　平成29年
4月1日〜 9月30日の間で児童が学校で食事をする日

（更新可） ▶勤務場所　市立小学校　▶勤務時間　月～
金曜日（祝日を除く）※学校行事による変更あり　午後
0時15分～ 2時　▶賃金　時給940円　▶試験日　3
月14日㈫　午後3時40分～　▶試験内容　面接　▶申
込期間　3月1日㈬〜 10日㈮　▶問合せ　教育総務課

※いずれの募集も、申し込み方法など詳細についてはお問い合
　わせください。

［留守家庭児童会室指導員］
▶募集人数　13人程度　▶職務内容　小学生児童に遊
びを通じて安全保護や生活指導を行う。 ▶資格　昭和
32年4月2日以降に生まれた人で次のいずれかに該当す
る人　①教員免許（幼・小・中・高）、保育士資格また
は社会福祉士資格を有する人　②教員、保育士または社
会福祉士を目指している人（いずれかの専門課程を履修
していること）  ③放課後児童健全育成事業（学童保育）
または保育所、幼稚園に1年以上勤務経験のある人▶勤
務期間　平成29年4月1日〜 9月30日　▶勤務場所　
市立小学校内各留守家庭児童会室　▶勤務時間　平日
の午後1時〜 7時、土曜日・長期休業日の午前8時30分〜
午後7時のそれぞれの間の指定する時間　▶賃金　資格
有時給1,070円、資格無時給990円　▶問合せ　子ど
も未来室


